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「防寒着」着用についてのお知らせ 
本校では今年度より更衣期間を特に設けておりません。そこで，冬の時期の身だしな

みについて，下記のように指導していきますので，ご理解とご協力をお願いいたします。 
 

１ 期間について   

11月 21日（月）から３月いっぱい 

 

２ 着方について  ※制服の一部として着るということを考えましょう。 

 （男子生徒） 

① 学ランの下にカッターシャツの上から派手でない色で無柄の服（セーターやトレー

ナー等）を着てもよいが，襟や袖口からはみ出さないように着ます。 

※ 暑いときはセーターやトレーナーを脱いで学ランを着ます。 

② ジャージは体育の授業や部活動，学校行事の際に着ます。 

（女子生徒） 

① 制服の下に派手でない色で無柄の服を着てもよいが，胸元や袖口から見えないよう

に着ます。 

 

３ マフラー，ネックウォーマー，手袋について   

① マフラーは１５０㎝以内の物とします。 

② ボンボンやラメなどの飾りのついた物やストールのような幅の広いもの，スヌード

は着けません。 

③ マフラー，ネックウォーマー，手袋は生徒玄関で着脱します。 

 

４ 女子生徒のタイツについて 

① 無地黒色，８０デニール以上の物を履きます。 

② 靴下を履く場合は，タイツの中に履きます。 

③ 体育の授業ではタイツを脱いで靴下を履きます。 

 

５ カイロの使用について 

① カイロを携帯する場合は，特に授業中など外に出すことがないように，ポケットの

中で保管します。 

② カイロは学校で捨てずに家に持ち帰って処分します。 

 

  


